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D-430 集菌塗抹法検査（結核患者の退院の可否）（回数） 

 

《令和 7 年 8 月 28 日新規》 

 

○ 取扱い 

 原則として、結核患者の退院の可否を判断する目的で実施する集菌塗抹

法検査の連続 3 日間の算定は認められる。 

 

○ 取扱いの根拠 

「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律における

結核患者の入退院及び就業制限の取扱い」（健感発第 0907001号 平成 19

年 9 月 7 日厚労省健康局結核感染症課長通知）「第 2 退院に関する基準」

には「喀痰の塗抹検査又は培養検査の結果が連続して 3 回陰性である 。」

ことが記載されているため、結核患者の退院の可否を判断する目的で実施

する集菌塗抹法検査の連続 3 日間の算定は認められると整理した。 

 


